ゲタ_別紙参考様式第４号（別添）

単収が地域の基準単収を大きく下回る場合の
畑作物の直接支払交付金のうち面積払の交付について


１．　面積払は、原則として、地域の普及組織等が指導する標準的な栽培方法等に即し、十分な収量が得られるように生産されることを前提に交付されるものであり、単に対象畑作物を作付ければ交付されるものではありません。（経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第１の１の（２）の③のカの(ア)）

２．　このため、対象畑作物の単収が、地域の基準単収※１の２分の１に満たない場合には、面積払の交付対象とはなりません（交付済みの面積払は返還していただきます。）が、数量払交付申請書の提出の際に、地域の基準単収を大きく下回ったことの理由書及びその証拠書類※２が提出され、十分な収量が得られるよう作付けされていたにもかかわらず地域の基準単収を大きく下回ったことの合理的な理由があると確認できる場合には、面積払の交付対象となります。

（※１）○○県○○市の地域の基準単収　　　　　　　　　　　（10a当たり）
	対象畑作物
	春期には種
する小麦
	秋期には種
する小麦
	大豆
	そば

	基準単収
	○○kg
	○○kg
	○○kg
	○○kg


（注）地域の基準単収は、市町村別の平均単収等を基に設定しています。（地域における設定方法により適宜記述を修正してください。）

（※２）提出いただく証拠書類は、以下のａ～ｄのすべてです。このほか、地方農政局等から追加書類の求めがある場合には、定められた期限までに提出することが必要です（「・」は、具体例となります。）。

ａ　地域の基準単収を大きく下回ることになった要因を客観的に裏付ける第三者による証明等を基本とする書類（自然災害又は気候変動による影響（以下「自然災害等」といいます。）が要因である場合には、地域農業再生協議会長、都道府県普及組織の長、市町村長又は農業共済組合長のいずれか（以下「地域農業再生協議会長等」といいます。）による証明書類等）

ｂ　適切な生産が行われていたことが分かる書類（作業日誌、種子や肥料の購入伝票等）


ｃ　ほ場条件の制約がある場合には、これに対応した対策を講じていることが分かる書類（作業日誌、対策を施したことが分かる写真等）


ｄ　地方農政局等又は地域農業再生協議会等から栽培管理の見直し等の改善指導を受けている場合には、実施した改善措置が分かる書類（作業日誌、改善措置を施したことが分かる写真等）
・　改善指導通知の写し
・　改善のための会議資料や研修会資料、参考とした書類等
・　改善に係る農業生産資材購入等の書類（見積書、精算書、領収書）等
・　農地に対策を施したこと（撮影月日及び対象地番が把握できること）を明確に確認できる写真又は書類（作業日誌、施工図、見積書、精算書、領収書）等

３．　合理的な理由がある場合とは、適切な生産がなされていた上で、自然災害等その他不可抗力の要因によって単収が低くなっている場合（不可抗力の要因がなければ地域の基準単収と同程度の単収を得ることが可能と見込まれることが必要です。）をいいます。このため、以下のａ～ｅのいずれかに該当する場合には、合理的な理由があるとは認められません。（経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第１の１の（２）の③のカの(エ)）

ａ　自然災害等が地域の基準単収を大きく下回った要因である場合にあっては、当該ほ場以外の近傍のほ場において同じ自然災害等による被害がない場合（地域農業再生協議会長等による被害の証明がある場合を除きます。）

ｂ　適期の作業がなされていない場合や必要な防除がなされていない場合など、地域の基準単収と同程度の単収を得ることが明らかに困難な栽培と認められる場合

ｃ　ほ場条件の制約がある場合にあっては、これに対応した対策を講じていない場合、又はこれに対応した対策を講じても地域の基準単収と同程度の単収を得ることが明らかに困難なほ場での栽培と認められる場合

ｄ　地方農政局等又は地域農業再生協議会等から栽培管理の見直し等の改善指導を受けていたにもかかわらず、改善措置がなされていない場合

ｅ　管理不十分のために収穫物を毀損させるなど交付申請者が当然に払うべき注意を怠っている場合

４．　なお、自然災害などの合理的な理由がなく、面積払の交付申請がなされた農地における当年産の単収が、地方農政局長等が定める市町村等の単収を大きく下回る可能性が高いと判断される場合（前年において面積払の交付対象とならないと判断されている場合はこれに該当）には、面積払の交付決定は数量払交付申請書の提出後になります。



